
広報　常陸大宮　　　　平成１９年８月号９
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･･･シリーズ⑧男女共同参画

　

高
齢
者
の
皆
さ
ん
に
は
医
療
機
関
で
受
診
さ
れ

る
際
、
所
得
の
状
況
に
応
じ
て
、
か
か
っ
た
医
療

費
の
１
割
ま
た
は
３
割
の
一
部
負
担
を
お
願
い
し

て
い
ま
す
。

　

１
割
負
担
で
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
老
人
医

療
受
給
対
象
者
は
、
医
療
費
の
減
額
認
定
申
請
を

し
て
認
定
さ
れ
る
と
、
医
療
費（
自
己
負
担
限
度
額

と
入
院
時
の
食
事
自
己
負
担
額
）
が
減
額
に
な
り

ま
す
。該
当
者
は
お
早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　

歳
以
上
の
住
民
税
課
税
者
の
い
る
世
帯
で
も
、

７０
そ
の
方
の
前
年
の
総
所
得
金
額
が
１
２
５
万
円
以

下
な
ら
、
そ
れ
以
外
の
受
給
者
が
該
当
し
ま
す
。

　

申
請
し
た
月
の
初
日
か
ら
認
定
に
な
り
、
有
効

期
間
は
毎
年
８
月
１
日
か
ら
翌
年
の
７
月　

日
の

３１

１
年
間
で
す
。
有
効
期
間
を
過
ぎ
る
と
使
用
で
き

ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

平
成　

年
４
月
か
ら
老
人
保
健
制
度
が
後
期
高

２０

齢
者
医
療
制
度
に
か
わ
る
た
め
、
今
年
度
発
行
に

限
り
減
額
認
定
証
の
有
効
期
限
が
平
成　

年
３
月

２０

　

日
と
記
載
さ
れ
ま
す
。
残
り
の
期
限
の
減
額
認

３１定
書
は
来
年
３
月
末
に
発
行
さ
れ
る
後
期
高
齢
者

医
療
被
保
険
者
証
（
高
齢
者
保
険
証
）
と
一
緒
に

送
付
し
ま
す
。
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標準負担額
（１食あたり）

高　額　自　己　負　担　額
負担
割合要　　　　　　件区　分

外来＋入院（世帯合算）外　来
（個人ごと）

２６０円

８０，１００円＋（医療費－
２６７，０００円）×０．０１
＊ただし、過去１年間に
高額医療費の支給が４
回以上あった場合、４
回目以降は４４，４００円

４４，４００円

３割

７０歳以上で課税所得が２１３万円以上の人が
いる世帯の受給者
ただし、７０歳以上の人の収入の合計が２人以
上の場合６２１万円未満は３割一般へ、５２０万
円未満は１割へ。１人の場合４８４万円未満は
３割一般へ、３８３万円未満は１割へ（要申請）

３　割

４４，４００円１２，０００円

７０歳以上で課税所得が１４５万円以上２１３万円
未満の人がいる世帯の受給者
ただし、７０歳以上の人の収入の合計が２人
以上の場合５２０万円未満は１割へ。１人の
場合３８３万円未満は１割へ（要申請）

３　割
一　般

１割３割、３割一般、低所得に該当しない受給者１　割

９０日まで
２１０円

９１日目から
１６０円

２４，６００円

８，０００円

１割
同一世帯内で住民税課税者がいても、その
人の前年の合計所得が１２５万円以下の場合、
他の住民税非課税の受給者

低所得Ⅱ
・経過措
置対象者

１割同一世帯内の世帯員全員が住民税非課税の
受給者低所得Ⅱ

１００円１５，０００円１割
同一世帯内の世帯員全員が住民税非課税
で、各所得が必要経費控除（年金の場合控除
額８０万円）を差し引いたとき０円をなる受給者

低所得Ⅰ
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